
 

 

（様式第 1 号）（第 2 条 16 号関係） 

別紙 

福祉サービス第三者評価の結果 

1 評価機関 

 

２ 福祉サービス事業者情報（令和元年７月現在） 

事業所名：社会福祉法人上田明照会 

（施設名）：ともいきライフ住吉 

種別：障害者支援施設 

代表者氏名：理事長： 横内 浄真 

（管理者氏名）施設長：太田 光徳 

定員（利用人数）：  入所支援 ３０名  

生活介護 ３０名 短期入所  ４名 

設置主体：社会福祉法人上田明照会 

経営主体：社会福祉法人上田明照会 

開設（指定）年月日： 

昭和５０年４月１日 

所在地：〒386-0002 

    長野県上田市住吉１４１８－６ 

電話番号： 0268-24-7616 FAX 番号：0268-23-5082 

ホームページアドレス ：http://ueda-meishoukai.or.jp/   

メールアドレス：E-mail sumiyosi@ued.janis.or.jp 

職員数 常勤職員：16 名 非常勤職員：8 名 

 

専門職員 

 

(専門職の名称) 社会福祉士１名 

介護福祉士２名 

看護師  １名 

 

 

施設・設備の

概要 

（居室数）：個 室（ 4 室） 

     2 人部屋（15 室） 

 

（設備等）：多目的室（4 室） 

浴室１ 事務室 1 相談室１  

医務室 静養室 

  スプリンクラー設備 

  火災通報装置 

 

名称：しなの福祉教育総研 

 

 

所在地：長野県上田市真田町長 6918 

評価実施期間：令和 2 年 7 月 15 日から令和 2 年 12 月 28 日 

       ＊契約日から評価結果の確定日（通常、評価結果報告会日）まで 

評価調査者（評価調査者養成研修修了者番号を記載） 

061243、050431 



３ 理念・基本方針 

 

４ 福祉サービス事業者の特徴的な取り組み 

【法人の特徴】 

〇大正７年 9 月 19 日に呈蓮寺第 27 世住職横内浄音師が創立した。そのきっかけは、浄音初

代会長の恩師椎尾弁匡大僧正により提唱された「共生運動」であり、それは、衆生救済を目

的とする大乗仏教の根本的精神“浄仏国土 成就衆生”を基としている。「信仰とは自己満足

で終わる観念的なものではない、内に燃ゆる信仰があれば、それは必ず形に現れるべきもの

であるとし、本会を発足した。そして社会環境の浄化は、児童の健全育成に始まると考え、

大正 8 年、子供会（日曜学校）の設立を機に、児童無料健康相談、児童保護会、乳児健康審

査会、児童歯科相談所、妊産婦相談所、児童遊園地の設置、保育所設立、母子寮設立など社

会貢献活動を展開していく。昭和 30 年代に入り、横内静雄第二代会長が、『障がいを持った

子どもたちにこそ、適切な教育と訓練が必要である』として、現児童発達支援センター蓮の

音こども園を開設し、さらに卒園後の受け皿の必要性から、現通所事業所や、施設入所事業

所を順次開設した。 

 

【施設の特徴】 

〇当施設は、昭和 50 年 4 月 1 日に、宝地住吉寮として定員 60 名（男女各 30 名）で開所しま

した。平成 13 年 9 月 1 に、同法人の障害者支援施設「ともいきライフ月影」の坂城町への移

転に伴い、当施設からの利用者移動及び地域移行等により、段階的に定員の減員を図り、現

在は 30 名の定員で運営しています。平成 24 年 4 月 1 日からは、「宝池住吉寮」から「ともい

きライフ住吉」に名称を変更しています。 

 当施設は、全国的にも先駆的な取り組みとして、開設当初から地元地域の自治会（敬老会）

に加入し、利用者は自治会の一員として地域の敬老会行事等に積極的に参加し、地域住民と

の良好な関係交流が定着しております。 

 

【法人基本理念】 

『浄仏国土（社会環境の浄化）・成就衆生（円満な人格の形成）』 

 

【法人基本方針】 

「浄仏国土・成就衆生」（社会環境の浄化と円満な人格形成）の実現を図り、地域における福

祉社会の形成とその発展に役立つことを期する。 

 

【施設の運営方針】 

① 自立・自己実現への専門的な支援 

② 利用者中心（パーソンセンタード）の施設づくり 

③ 地域福祉の拠点としての施設作り 

 



５ 第三者評価の受審状況 

受審回数（前回の受審時期）   初回 

 

６ 評価結果総評（利用者調査結果を含む。） 

◇特に良いと思う点 

①運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

〇運営の透明性を確保する取り組みとして、法人のホームページや広報誌等に、法人の基本

理念、中・長期計画、各施設・事業所の事業内容、サービス提供内容、財務状況等が適切に

公表されていました。特にサービス内容や苦情等利用者に関わる情報については、利用者自

治会や家族会等で管理者が丁寧に説明して周知に努めていました。 

〇ホームページや事業報告書には、苦情内容や件数等も公表され、今回の第三者評価結果に

ついても公表を予定しているとのことです。また、単年度の収支報告書も広報誌等に記載さ

れ、経営の透明性や説明責任を果たそうとする組織の姿勢が十分に伺えました。 

 

②公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

〇法人本部事務局との連携の中で、施設の運営経営に関する内部統制のチェック体制や各種

規程が整備されていました。 

〇規程に基づいた業務の実施や手続き、会計処理も適切に実施されていて、取引や契約書類

も適切に整備されて、また、トラブルの発生等に対応する仕組みも構築されていました。 

〇内部監査も法人基準に基づき適切に実施してし、専門の会計士による外部監査も定期的に

実施しており、公正性と透明性の確保や説明責任を果たす組織の姿勢が十分に伺えました。 

 

③地域との関係が適切に確保されている。 

〇法人の基本方針や「ともいきライフ住吉」の運営方針には、「地域福祉の拠点としての地域

福祉活動を展開する」「地域福祉の拠点としての施設作り」を掲示し、地域交流・貢献を積極

的に推進する姿勢が明示されていました。 

〇法人組織として、設立当初から地域における公益的活動を積極的に展開し、地域の福祉相

談や生活相談に取り組む「地域応援室」や地域交流・アンテナショップの場としての「気ま

ぐれ屋」を開設し、また、NPO 法人フードバンク信州と協同し、経済的困窮者に対する「フ

ードドライブ」にも参加し、「こどもカフェ」では無料での学習支援や子ども食堂、コンサー

ト開催等地域の福祉ニーズや課題に積極的に取り組んでいました。現在も特に子ども食堂や

フードバック事業、震災支援活動、貧困対策活動等が組織として、定着実施されています。

当施設も「ふれあいまち作り事業」支援連携施設に指定されていて、法人本部と連携して、

事業に積極的に取り組んでいます。 

〇地域の自治会（長寿会）や協議会にも職員・利用者が積極的に参加して、地域の福祉ニー

ズや課題の把握共有に努め、法人組織や基幹相談支援センターとも連携しながら改善のため



の活動を行っています。 

④個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。 

〇個別支援計画は、サービス等利用計画に基づいて、当施設でのサービス内容や所定のアセ

スメント様式により、本人のニーズに基づいた適切な日中活動が計画に反映されていて、見

直しも、半年ごとに定期的に行われていました。 

〇当施設は、立地条件を活かした生産活動として、シイタケ、シクラメン栽培と販売、アク

リルたわし作り、ビーズストラップ作り等を日中活動メニューとして提供し、多くの利用者

さんが楽しんで参加している様子が利用者調査結果でも伺うことができました。 

⑤組織としての人材育成体制が整備されています。 

〇法人組織としての人材育成体制が整っており、新人研修においては、法人会長よりの尊い

講話があり、福祉を目指す上で大変貴重な研修となっています。中堅研修においては、県の

社会福祉協議会へ参加された方を中心に、伝達研修という形で法人内研修をする等、単に研

修を受け身で受けるのではなく、能動的に参画する仕組みをとられています。管理者研修に

ついても、外部機関での研修や、リスクマネジメントや労務管理等も含め最新の制度の理解

を得る努力が伺えました。新人、中堅職員においては、そのフォロー研修にも力を入れ、職

員一人一人のキャリアパスを意識した取り組みが印象的でした。 

 

◇特に改善が必要と思われる点 

①利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境の整備を期待します。 

〇築 45 年の建物は、旧基準のため、居室は 2 人部屋が多く少し狭い空間で、建物が周囲の木々

に囲まれていることもあり、全体的に室内が暗い雰囲気になっていました。利用者の生活の

場は、快適でくつろいで過ごせる環境が求められています。特に居室、食堂、浴室、トイレ

等は、清潔感、適温と明るい雰囲気が保たれていることが望まれます。利用者の生活環境に

関する意向を調査して、意向を踏まえた取り組みと改善の工夫を期待します。職員インタビ

ューや利用者調査でも「寒い、エアコンが欲しい」のコメントがありました。 

 

②利用者の権利侵害の防止等に関する取組がさらに徹底することを期待します。 

〇利用者の尊重と権利擁護は、施設の使命・役割の基本であり、権利侵害を防止する取り組

みは、法令の必須事項とされています。利用者の権利擁護においては、自立・自律生活や社

会参加を実現する支援と虐待等の権利侵害の防止や権利侵害が発生した場合の迅速かつ適切

な対応が重要であり、これらの取り組みが全職員に周知徹底されていることが求められ、同

時に利用者の権利擁護や権利侵害について、具体例を利用者に提示して、利用者が自らの権

利について理解できる取り組みも重要になります。利用者が理解しやすいように工夫した権

利侵害等の具体的な内容・事例を収集・提示して、さらに利用者に周知していただくことを

期待します。 

 
 



７ 事業評価の結果と（詳細)と講評(別紙添付) 

  ・共通評価項目 

  ・内容評価項目 

８ 利用者調査の結果(別紙添付 

  アンケート方式の場合（別添３－１） 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



９ 第三者評価結果に対する福祉サービス事業者のコメント（別添４） 

                         （令和３年 2 月 17 日） 

この度は、上田明照会が運営する障害者支援施設ともいきライフ住吉において、第三者評

価を実施していただきましてありがとうございました。法人内においては、毎年度自己評価

を実施しながら昨年度からは第三者評価受審を進めています。ともいきライフ住吉は今年度

初めての第三者評価受審ということで不安なところもありましたが、丁寧な説明をいただき

ながら安心して実施することができました。 

 調査を進めていくなかで評価について不安が大きくありましたが、「できているから大丈夫

ですよ」などと評価をいただけたことで管理者・現場職員ともに安堵とともに自信になった

と思います。また、不十分な点については具体的な改善策を示していただくことで事業所と

してもさらなる向上に向けて歩みやすいと考えています。 

今回評価結果を振り返るなかで、これまで実施してきた自己評価だけでは分からなかった

視点や客観的な視点などに気づくことができ、評価を受けて良かった印象です。今回の評価

結果よりもその過程における検証や取り組み状況への振り返り・修正・再度の取り組みとい

った継続的な取り組みに努めたいと考えています。 

今年はコロナ禍にあり、施設見学や職員への聞き取り調査は短縮され、利用者への聞き取

りについても評価員ではなく職員が代行したことについては残念な気持ちがあります。次回

受審の際には、本来の評価方法で評価していただき事業所としてもさらに支援の質を向上さ

せていかなければと考えています。 

 最後になりましたが、第三者評価受審にあたり多くの利用者、職員のご協力を得て実施で

きました。また、当事業所の強みと課題等が分かり有意義な機会となりました。 

ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 
社会福祉法人上田明照会 

                             ともいきライフ住吉 

                            所長：太田 光徳 印 

 
 



1 ページ

事業所名（施設名） ともいきライフ住吉

長野県福祉サービス第三者評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点【障がい者・児福祉サービス版】共通項目に係る判断基準による

評価
対象

評価
分類

評価

(1) ① 理念、基本方
針が明文化さ
れ周知が図ら
れている。

ａ）

■ 1 理念、基本方針が文書（事業計画等の法人（福祉施設・事業
所）内の文書や広報誌、パンフレット、ホームページ等）に
記載されている。

■ 2 理念は、法人（福祉施設・事業所）が実施する保育の内容や
特性を踏まえた法人（福祉施設・事業所）の使命や目指す方
向、考え方を読み取ることができる。

■ 3 基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているととも
に、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。

■ 4 理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等
をもって、職員への周知が図られている。

■ 5 理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するな
どの工夫がなされ、利用者や家族への周知が図られている。

■ 6 理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行って
いる。

（別添１）

事業評価の結果（共通項目）

福祉サービス種別  障がい者・（児）

第三者評価の判断基準

評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

Ⅰ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

１
理
念
・
基
本
方
針

理念、基本方
針が確立・周
知されてい
る。

〇社会福祉法人上田明照会の基本理念及び基本方針
は、衆生救済を目的とする大乗仏教の基本精神に基
づいた、「浄仏国土（社会環境浄化）・成就衆生
（円満な人格の形成」として明文化され、ホーム
ページや事業計画書、広報誌に掲示され周知共有に
努めていました。
〇法人の母体である呈蓮寺は浄土宗のお寺で「共
生」理念に基づき、利用者、地域、自然と共に生き
ることを目指し、法人の各施設・事業所の名称にも
「ともいき」を明示していました。
〇平成３０年には、法人創設１００周年の記念行事
が盛大に挙行され、創設者の浄音初代会長の信念
（法人理念）と100年の歩みの膨大な資料が掲載され
た記念誌が発刊されています。
〇法人の職員には、「布施、持戒、忍辱、精進、禅
定、智慧」の仏教で説く人間完成の６つの修行を心
得として周知共有を図っていました。
〇基本理念や基本方針は、仏教用語のため、特に利
用者や家族、一般の人たちへの周知に苦労されてい
るとの管理者や職員からの話しもあり、周知のため
に、さらにわかりやすい言葉や絵図等様々な工夫検
討に努めているとのことでした。

〇判断基準の「a、ｂ、ｃ」は、評価項目に対する到達状況を示しています。
「ａ」評価・・・よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
「ｂ」評価・・・ａに至らない状況＝多くの施設・事業所の状態、ａに向けた取組みの余地がある状態
「ｃ」評価・・・ｂ以上の取組みとなることを期待する状態



2 ページ

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) 経営環境の変
化等に適切に
対応してい
る。

①

ａ）

■ 7 社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析して
いる。

■ 8 地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析してい
る。

■ 9 利用者数・利用者像等、福祉サービスのニーズ、潜在的利用
者に関するデータを収集するなど、法人（福祉施設・事業
所）が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課題を把
握し分析している。

■ 10 定期的に福祉サービスのコスト分析や福祉サービス利用者の
推移、利用率等の分析を行っている。

② 経営課題を明
確にし、具体
的な取り組み
を進めてい
る。

ｂ）

□ 11 経営環境や実施する福祉サービスの内容、組織体制や設備の
整備、職員体制、人材育成、財務状況等の現状分析にもとづ
き、具体的な課題や問題点を明らかにしている。

■ 12 経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）
間での共有がなされている。

□ 13 経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

□ 14 経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められてい
る。

(1) ①

ａ）

■ 15 中・長期計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標
（ビジョン）を明確にしている。

■ 16 中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・改善に向けた具
体的な内容になっている。

■ 17 中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等を設定すること
などにより、実施状況の評価を行える内容となっている。

■ 18 中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

２
経
営
状
況
の
把
握

３
事
業
計
画
の
策
定

中・長期的な
ビジョンと計
画が明確にさ
れている。

事業経営をと
りまく環境と
経営状況が的
確に把握・分
析されてい
る。

中・長期的な
ビジョンを明
確にした計画
が策定されて
いる。

〇社会福祉事業全体の動向や施設が位置する地域の
福祉ニーズ、利用者像等、事業経営環境について
は、法人組織として適切に把握・分析がされ、事業
経営の安定性や将来展望に反映されていることを資
料や管理者インタビューで伺いました。
〇法人組織や各施設・事業所の経営運営について
は、法人事務局と各施設・事業所の運営幹部による
合議体制があり、定期的な会議で周知共有できる仕
組みがありました。
〇提供しているサービスの内容や組織体制、職員体
制、人材育成、設備等の整備、財務状況等について
は、自己評価シートを毎年活用して、結果の分析も
データとして公表し、課題や改善点も明確にしてい
ました。

〇事業経営をとりまく環境や経営状況の把握・分析
に基づき、法人組織と連携して、経営課題や改善点
等は、明確になっていることを資料や管理者インタ
ビューで確認できました。
〇経営状況や経営課題等については、組織の役員や
経営幹部は周知共有していることを役員会資料等で
確認できました。
〇経営状況の把握・分析に基づき、効果的に課題や
改善に取り組むためには、提供しているサービスの
内容や組織体制、職員体制、人材育成、設備等の整
備、財務状況等について、法人役員や管理者だけで
なく、職員全体が周知共有して、組織として課題解
決に取り組むことが求められます。職員同士の検討
の場を設けたり等、一般職員への周知をさらに図っ
ていただくようにお願いします。

〇法人の中・長期事業計画及び収支計画が冊子にま
とめられ公表されていました。また、計画は法人の
理念や基本方針に基づいた組織体制や各施設・事業
所の継続性、設備の整備、職員体制や人材育成等に
関して具体的計画内容になっていました。
〇収支計画は、各施設・事業所の利用児者の増減、
人件費の増減等をデータで示し、建物設備の改修計
画に伴う支出計画等財務分析及び内部保留資金使途
が明確にされ、法人事務局と各施設・事業所の管理
者や運営幹部が、定期的に合議制会議を開催し、
中・長期事業計画及び収支計画の評価見直しを行っ
ていることを管理者インタビューで伺いました。



3 ページ

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

②

ａ）

■ 19 単年度の計画には、中・長期計画の内容を反映した単年度に
おける事業内容が具体的に示されている。

■ 20 単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となってい
る。

■ 21 単年度の事業計画は、単なる「行事計画」になっていない。

■ 22 単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設定する
ことなどにより、実施状況の評価を行える内容となってい
る。

(2) 事業計画が適
切に策定され
ている。

①

ａ）

■ 23 事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定
されている。

■ 24 計画期間中において、事業計画の実施状況が、あらかじめ定
められた時期、手順にもとづいて把握されている。

■ 25 事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて
評価されている。

■ 26 評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行っている。

■ 27 事業計画が、職員に周知（会議や研修会における説明等が）
されており、理解を促すための取組を行っている。

②

ｂ）

■ 28 事業計画の主な内容が、利用者や家族等に周知（配布、掲
示、説明等）されている。

■ 29 事業計画の主な内容を利用者会や家族会等で説明している。

□ 30 事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成する
などの方法によって、利用者等がより理解しやすいような工
夫を行っている。

□ 31 事業計画については、利用者等の参加を促す観点から周知、
説明の工夫を行っている。

中・長期計
画を踏まえ
た単年度の
計画が策定
されてい
る。

事業計画の策
定と実施状況
の把握や評価
・見直しが組
織的に行わ
れ、職員が理
解している。

事業計画は、
利用者等に周
知され、理解
を促してい
る。

〇単年度の事業計画と予算書には、中・長期事業計
画及び収支計画が反映された内容が明示されている
ことを昨年度と本年度の事業計画書及び事業報告書
と収支計画書・収支報告書で確認しました。
〇事業計画は、当該年度における具体的事業、福祉
サービス提供等に関わる内容で、数値目標等具体的
な定量分析が可能な内容に努めていることを資料や
管理者インタビュー等で伺うことができました。

〇事業計画の策定については、全職員が各事業委員
会に参画し、意見の集約がされて、計画案が職員会
議等で協議検討されて決定される仕組みが組織的に
構築されています。
〇各計画の実施状況の評価等については、評価・見
直しの時期を定め、年度途中に各事業委員会で検証
し、実施可能な内容に見直しする等の仕組みがあり
ました。
〇事業計画は、年度当初に全職員に配布され、職員
会で各事業委員会から説明され周知共有に努めてい
ました。

〇事業計画の主な内容、特に行事計画については、
年度当初に利用者や家族会で管理者等から丁寧に説
明されていることを管理者インタビューで伺いまし
た。
〇施設・事業所の事業計画は、利用者への福祉サー
ビスの提供に関わる重要な事項といわれておりま
す。サービスの提供内容、施設・設備を含む居住環
境等利用者の生活に関わる事業計画内容は、利用者
や家族に周知共有されることが求められています。
利用者にわかりやすい資料と説明の工夫にさらに努
めていただくように期待します。



4 ページ

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) ①

ａ）

■ 32 組織的にＰＤＣＡサイクルにもとづく福祉サービスの質の向
上に関する取組を実施している。

■ 33 福祉サービスの内容について組織的に評価（Ｃ：Check）を行
う体制が整備されている。

■ 34 定められた評価基準にもとづいて、年に１回以上自己評価を
行うとともに、第三者評価等を定期的に受審している。

■ 35 評価結果を分析・検討する場が、組織として位置づけられ実
行されている。

②

ｂ）

■ 36 評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化され
ている。

□ 37 職員間で課題の共有化が図られている。

■ 38 評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもと
で改善策や改善計画を策定する仕組みがある。

□ 39 評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。

□ 40 改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に
応じて改善計画の見直しを行っている。

(1) 管理者の責任
が明確にされ
ている。

①

ａ）

■ 41 管理者は、自らの福祉施設・事業所の経営・管理に関する方
針と取組を明確にしている。

■ 42 管理者は、自らの役割と責任について、組織内の広報誌等に
掲載し表明している。

■ 43 管理者は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文
書化するとともに、会議や研修において表明し周知が図られ
ている。

■ 44 平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の
役割と責任について、不在時の権限委任等を含め明確化され
ている。

Ⅱ
組
織
の
運
営
管
理

４
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
へ
の
組
織
的
・
計
画
的
な
取
組

１
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

質の向上に向
けた取組が組
織的・計画的
に行われてい
る。

福祉サービス
の質の向上に
向けた取組が
組織的に行わ
れ、機能して
いる。

評価結果にも
とづき組織と
して取組むべ
き課題を明確
にし、計画的
な改善策を実
施している。

管理者は、自
らの役割と責
任を職員に対
して表明し理
解を図ってい
る。

〇第三者評価の受審は今回が初回ですが、法人組織
では、３～４年前から毎年度、第三者評価の自己評
価シートを活用して、法人の全施設・事業所職員の
自己評価を実施していて、評価結果の分析もデータ
化されて、課題や改善点についても示されているこ
とを資料や管理者インタビューで確認しました。
〇自己評価は、PDCAサイクルに基づいて、法人組織
として、適切に実施されていて、今回の第三者評価
の結果においても、管理者、運営幹部、一般職員の
インタビューでも第三者評価・自己評価に関する意
識の高さが十分に伺えました。

〇自己評価結果の分析データは、文書化され課題や
改善点についても管理者やリーダー層職員等は周知
共有していました。
〇自己評価結果については、全職員が共有して、改
善策や改善実施計画を策定し、組織として取り組む
ことが有効になります。せっかく毎年実施してきて
いる自己評価で課題や改善点も明確に示されており
ますので、今回の第三者評価結果も含めて、職員や
利用者・家族にも公表し、管理者等だけではなく、
全職員で共有して、改善計画を策定して実施してい
ただくように期待します。

〇法人組織の管理者職務分掌が明示されていて、そ
れに基づいて管理者は、施設の経営・管理をリード
する立場を十分に理解把握していることを職務分掌
資料や管理者インタビューで伺えました。また、有
事や不在時の権限委任も明確になっていました。
〇年度当初に管理者の役割と責任について、職員会
等で表明し、職務分担表を配布していることを管理
者インタビューで伺いました。また、特にリーダー
層の職員とは、信頼関係構築を意識した情報の共有
や緊密なコミュニケーションを図っていることが伺
えました。



5 ページ

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

②

ａ）

■ 45 管理者は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関
係者（取引事業者、行政関係者等）との適正な関係を保持し
ている。

■ 46 管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に
参加している。

■ 47 管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守す
べき法令等を把握し、取組を行っている。

■ 48 管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵
守するための具体的な取組を行っている。

(2) 管理者のリー
ダーシップが
発揮されてい
る。

①

ａ）

■ 49 管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について定期
的、継続的に評価・分析を行っている。

■ 50 管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善の
ための具体的な取組を明示して指導力を発揮している。

■ 51 管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的
な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。

■ 52 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を
反映するための具体的な取組を行っている。

■ 53 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の教育・
研修の充実を図っている。

②

ａ）

■ 54 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人
事、労務、財務等を踏まえ分析を行っている。

■ 55 管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配
置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に取り組んでい
る。

■ 56 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、組織
内に同様の意識を形成するための取組を行っている。

■ 57 管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるために組織内
に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画し
ている。

遵守すべき法
令等を正しく
理解するため
の取組を行っ
ている。

福祉サービス
の質の向上に
意欲をもち、
その取組に指
導力を発揮し
ている。

経営の改善や
業務の実行性
を高める取組
に指導力を発
揮している。

〇管理者は、法人組織や施設の特長（強み）や課題
についても的確に把握していることをインタビュー
で確認できました。また、法人組織の定例幹部会議
でも、制度や法令に関する情報を共有する仕組みが
あり、福祉制度や関係法令に関しても見識が高く、
特に遵守法令については、リーダー層や職員にも周
知を徹底していることを職員インタビューで伺いま
した。
〇制度や法令に関する情報を周知共有するための職
員研修会が随時開催され、職員の周知に努めている
ことを会議録で確認できました。

〇法人組織として、毎年度実施している職員自己評
価結果をふまえて、管理者は評価・分析に基づい
て、サービスの質の向上に向けた課題や改善点につ
いて、職員会議等で話しをしていることを会議録等
で確認しました。
〇管理者は、特にリーダー層に対しては、サービス
の質に関する課題や改善点について、密なコミュニ
ケーションを図る中で、認識の共有と実行に向けて
の適切な支援を行っていることをリーダー層の職員
インタビューで伺うことができました。
〇福祉サービスの質に関する、特に虐待、身体拘束
等の権利擁護研修には、職員研修計画に基づいて、
外部研修及び伝達研修を積極的に図り、組織全体で
周知共有する取り組みが、研修会議録で確認でき、
一般職員の自己評価結果やインタビューでも「でき
ている」ことを確認しました。

〇管理者は、法人本部事務局と連携を密にとりなが
ら、人事、労務、財務等を適切に管理する仕組みが
ありました。
〇管理者は、経営状況や改善課題及び人材配置等に
ついては、常にリーダー層に意見を求めて共通認識
を図ることに努めていることをインタビューで伺う
ことができました。
〇管理者は、基本理念・方針の実現に向けて、施設
の将来性や継続性についての基本的課題についても
適切に把握し、全職員で共通認識を図るための定期
的な研修会を開催して、改善実行に向けての周知共
有に努めていることを会議録やインタビューで伺う
ことができました。



6 ページ

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) ①

a）
■ 58 必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉

人材の確保と育成に関する方針が確立している。

■ 59 福祉サービスの提供に関わる専門職（有資格の職員）の配置
等、必要な福祉人材や人員体制について具体的な計画があ
る。

■ 60 計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。

■ 61 法人（福祉施設・事業所）として、効果的な福祉人材確保
（採用活動等）を実施している。

② 総合的な人事
管理が行われ
ている。

a）

■ 62 法人（福祉施設・事業所）の理念・基本方針にもとづき「期
待する職員像等」を明確にしている。

■ 63 人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）
が明確に定められ、職員等に周知されている。

■ 64 一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、
職務に関する成果や貢献度等を評価している。

■ 65 職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析
するための取組を行っている。

■ 66 把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善
策を検討・実施している。

■ 67 職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕
組みづくりができている。

(2) 職員の就業状
況に配慮がな
されている。

①
ａ）

■ 68 職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する
責任体制を明確にしている。

■ 69 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に
確認するなど、職員の就業状況を把握している。

■ 70 職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周
知している。

■ 71 定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談
窓口を組織内に設置するなど、職員が相談しやすいような組
織内の工夫をしている。

■ 72 職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施して
いる。

■ 73 ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を行っている。

■ 74 改善策については、福祉人材や人員体制に関する具体的な計
画に反映し実行している。

■ 75 福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅力を高める取組
や働きやすい職場づくりに関する取組を行っている。

２
福
祉
人
材
の
確
保
・
育
成

福祉人材の確
保・育成計

画、人事管理
の体制が整備
されている。

必要な福祉人
材の確保・定
着等に関する
具体的な計画
が確立し、取
組が実施され
ている。

職員の就業状
況や意向を把
握し、働きや
すい職場づく
りに取組んで
いる。

〇職員採用配置計画は、各施設・事業所の要望等を
反映して、法人本部で一括管理する仕組みがありま
した。
〇法人の人材確保計画のもとで、マイナビ登録や福
祉の職場説明会、長野県知的障がい福祉協会主催の
ジョブマッチング等にも積極的に出席しているが、
人材確保は厳しい状況との管理者のコメントでし
た。当施設の職員配置基準は、事前提出資料では満
たされていましたが、職員インタビューでは人手不
足を訴える職員が多々ありました。

〇法人の基本理念と整合した職員像が６つの修行と
して明示され、人事管理に関する規程が整備されて
いました。
〇総合的人事管理においては、目標管理制度、キャ
リアパス制度、人事考課制度等、職員が自ら将来を
描くことができるような仕組みがあり、昇進・昇給
の基準、賃金の基準水準、必要なスキル資格、スキ
ル資格の取得機会・研修等の明確化と周知、職員の
意向や希望を確認するコミュニケーション体制があ
りました。さらにトータル人事マネジメントの構築
に努めていることを人事基準等の資料や管理者イン
タビューで伺いました。

〇職員の就業状況や意向・意見等は、毎年定期的に
管理者が面談する仕組みがありました。また、サー
ビス管理責任者も日常的に職員からの要望等を聞く
ように努め、記録等により管理者に報告する仕組み
になっていました。
〇サービス管理責任者や管理者は、随時、職員一人
ひとりの意向も聞いて勤務表を作成し、働きやすい
職場作りに配慮した取り組みがありました。
〇職員の有休休暇の取得率も比較的高いことを就業
データで確認しました。
〇法人組織で職員のメンタルケア対策として、専門
職と契約して対応していました。
〇法人組織として、働きやすい職場環境を目指し
て、休暇取得の促進、短時間労働の導入、時間外労
働の削減等ワーク・ライフ・バランスに配慮した取
り組みがあることを勤務表や管理者インタビューで
伺えました。また、次世代育成支援対策推進法にも
とづく組織の行動計画が策定され、改訂育児休業法
への適切に対応する仕組みが資料で確認できまし
た。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(3) ①

ｂ）

■ 76 組織として「期待する職員像」を明確にし、職員一人ひとり
の目標管理のための仕組みが構築されている。

■ 77 個別面接を行う等組織の目標や方針を徹底し、コミュニケー
ションのもとで職員一人ひとりの目標が設定されている。

□ 78 職員一人ひとりの目標の設定は、目標項目、目標水準、目標
期限が明確にされた適切なものとなっている。

□ 79 職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うな
ど、適切に進捗状況の確認が行われている。

■ 80 職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末
（期末）面接を行うなど、目標達成度の確認を行っている。

②

a）

■ 81 組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や計
画の中に、「期待する職員像」を明示している。

■ 82 現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基
本方針や計画の中に、組織が職員に必要とされる専門技術や
専門資格を明示している。

■ 83 策定された教育・研修計画にもとづき、教育・研修が実施さ
れている。

■ 84 定期的に計画の評価と見直しを行っている。

■ 85 定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行ってい
る。

③
ａ）

■ 86 個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握
している。

■ 87 新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯ
ＪＴが適切に行われている。

■ 88 階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、
職員の職務や必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修
を実施している。

■ 89 外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧
奨している。

■ 90 職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮し
ている。

職員の質の向
上に向けた体
制が確立され
ている。

職員一人ひと
りの育成に向
けた取組を
行っている。

職員の教育・
研修に関する
基本方針や計
画が策定さ
れ、教育・研
修が実施され
ている。

職員一人ひと
りの教育・研
修の機会が確
保されてい
る。

〇法人組織の「期待する職員像」は明文化され、職
員の目標管理のための仕組みが整備されていまし
た。
〇目標管理制度は、基本理念に基づいた全体目標や
部門チーム目標、さらには職員一人ひとりの目標の
統合を目指す仕組みです。職員一人ひとりの育成に
向け、組織の目標や方針を徹底し、職員一人ひとり
の目標設定が適切に行われ実施されることで「期待
する職員像」や理念の実現に向けた重要な取り組み
といわれています。仕組みは構築されていますの
で、職員一人ひとりの知識・経験等に応じて具体的
な目標を設定しながら、中間面接等により進捗状況
を確認して、職員の教育・研修機能を高め、モチ
ベーションを高めるような目標管理システムがさら
に機能することを期待します。

〇法人の職員研修体系に基づいた研修計画には、専
門知識・技術等のスキルアップ研修や専門資格取得
についても明示されていました。
〇職員の教育・研修に関する基本方針や計画は、具
体的な知識、技術の内容・水準や専門資格の取得を
明示して、職員には、計画に基づいて、積極的に研
修への参加を奨励していることを管理者インタ
ビューで伺いました。
〇研修・教育内容は、幹部会議で定期的に評価・分
析が行われ、その結果を踏まえて、見直しや次の教
育・研修計画に反映させる仕組みがあることを会議
録等で確認しました。

〇職員一人ひとりの専門資格や経験、技術水準等
は、法人本部事務局で一括管理されていて、人事や
教育研修計画、キャリアパス制度に活用されている
ことを資料等で確認しました。
〇法人組織の研修体系に基づいて、新任職員をはじ
め職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが
適切に行われ、階層別研修や職種別研修、テーマ別
研修等の内部研修及び外部研修が計画どおりに実施
されていることを研修履歴記録で確認できました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(4) ①

ａ）

■ 91 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成に関す
る基本姿勢を明文化している。

■ 92 実習生等の福祉サービスの専門職の研修・育成についてのマ
ニュアルが整備されている。

■ 93 専門職種の特性に配慮したプログラムを用意している。

■ 94 指導者に対する研修を実施している。

■ 95 実習生については、学校側と、実習内容について連携してプ
ログラムを整備するとともに、実習期間中においても継続的
な連携を維持していくための工夫を行っている。

(1) ①

ａ）

■ 96 ホームページ等の活用により、法人、福祉施設・事業所の理
念や基本方針、提供する福祉サービスの内容、事業計画、事
業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。

■ 97 福祉施設・事業所における地域の福祉向上のための取組の実
施状況、第三者評価の受審、苦情・相談の体制や内容につい
て公表している。

■ 98 第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく
改善・対応の状況について公表している。

■ 99 法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針やビジョン等に
ついて、社会・地域に対して明示・説明し、法人（福祉施
設・事業所）の存在意義や役割を明確にするように努めてい
る。

■ 100 地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等
を説明した印刷物や広報誌等を配布している。

②

ａ）

■ 101 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルー
ルが明確にされ、職員等に周知している。

■ 102 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関する職務
分掌と権限・責任が明確にされ、職員等に周知している。

■ 103 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必
要に応じて外部の専門家に相談し、助言を得ている。

■ 104 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部
監査を実施するなど、定期的に確認されている。

■ 105 外部監査の活用等により、事業、財務に関する外部の専門家
によるチェックを行っている。

■ 106 外部監査の結果や公認会計士等による指導や指摘事項にもと
づいて、経営改善を実施している。

３
運
営
の
透
明
性
の
確
保

実習生等の福
祉サービスに
関わる専門職
の研修・育成
が適切に行わ
れている。

運営の透明性
を確保するた
めの取組が行
われている。

実習生等の福
祉サービスに
関わる専門職
の研修・育成
について体制
を整備し、積
極的な取組を
している。

運営の透明性
を確保するた
めの情報公開
が行われてい
る。

公正かつ透明
性の高い適正
な経営・運営
のための取組
が行われてい
る。

〇実習生等の受け入れについては、専門職の育成・
教育も施設の役割と捉え、積極的な受け入れ体制が
マニュアル化整備されていました。
〇マニュアルには、実習内容全般を計画的に学べる
プログラムの策定、実施状況に関する学校等との連
絡・連携方法、実習の目的や職種等を考慮した実習
計画書、全職員への周知方法、事前に利用者や職員
への説明周知等が明示されていました。
〇サービス管理責任者と管理者も実習指導者研修に
も積極的に参加して、事前の学校等との打ち合わせ
や実習生等のオリエンテーション、評価等について
もマニュアルにより適切に行われていました。

〇運営の透明性を確保する取り組みとして、法人の
ホームページや広報誌等に、法人の基本理念、中・
長期計画、各施設・事業所の事業内容、サービス提
供内容、財務状況等が適切に公表されていました。
〇特にサービス内容や苦情等利用者に関わる情報に
ついては、利用者自治会や家族会等で管理者が丁寧
に説明して周知に努めていることを管理者インタ
ビューで伺いました。
〇ホームページや事業報告書には、苦情内容や件数
等も公表され、今回の第三者評価結果についても公
表を予定しているとの管理者のコメントがありまし
た。
〇単年度の収支報告書もWAM-NETに記載され、経営の
透明性や説明責任を果たそうとする組織の姿勢が十
分に伺えました。

〇法人本部事務局との連携の中で、施設の運営経営
に関する内部統制のチェック体制や各種規程が整備
されていました。
〇規程に基づいた業務の実施や手続き、会計処理も
適切に実施されていることを資料で確認しました。
また、取引や契約書類も整備されて、トラブルの発
生等に対応する仕組みも構築されていました。
〇内部監査も法人基準に基づき適切に実施している
ことを役員会議録で確認できました。
〇社会福祉法に特化した会計事務所における指導も
定期的に実施しており、公正性と透明性の確保や説
明責任を果たす組織が十分に伺えました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) 地域との関係
が適切に確保
されている。

①

ａ）
■ 107 地域との関わり方について基本的な考え方を文書化してい

る。

■ 108 活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等
で利用者に提供している。

■ 109 利用者の個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加す
る際、必要があれば職員やボランティアが支援を行う体制が
整っている。

■ 110 福祉施設・事業所や利用者への理解を得るために、地域の
人々と利用者との交流の機会を定期的に設けている。

■ 111 利用者の買い物や通院等日常的な活動についても、定型的で
なく個々の利用者のニーズに応じて、地域における社会資源
を利用するよう推奨している。

②
ａ）

■ 112 ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。

■ 113 地域の学校教育等への協力について基本姿勢を明文化してい
る。

■ 114 ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配
置、事前説明等に関する項目が記載されたマニュアルを整備
している

■ 115 ボランティアに対して利用者との交流を図る視点等で必要な
研修、支援を行っている。

■ 116 学校教育への協力を行っている。

(2) 関係機関との
連携が確保さ
れている。

①

ａ）

■ 117 当該地域の関係機関・団体について、個々の利用者の状況に
対応できる社会資源を明示したリストや資料を作成してい
る。

■ 118 職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られて
いる。

■ 119 関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。

■ 120 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて
協働して具体的な取組を行っている。

■ 121 地域に適当な関係機関・団体がない場合には、利用者のアフ
ターケア等を含め、地域でのネットワーク化に取り組んでい
る。

４
地
域
と
の
交
流
、
地
域
貢
献

利用者と地域
との交流を広
げるための取
組を行ってい
る。

ボランティア等
の受入れに対す
る基本姿勢を明
確にし体制を確
立している。

福祉施設・事
業所として必
要な社会資源
を明確にし、
関係機関等と
の連携が適切
に行われてい
る。

〇法人の基本方針やともいきライフ住吉の運営方針
には、「地域福祉の拠点としての地域福祉活動を展
開する」「地域福祉の拠点としての施設作り」を掲
示し、地域交流・貢献を積極的に推進する姿勢が明
示されていました。
〇法人組織として、設立当初から地域における公益
的活動を積極的に展開し、地域の福祉相談や生活相
談に取り組む「地域応援室」や地域交流・アンテナ
ショップの場としての「気まぐれ屋」を開設し、ま
た、NPO法人フードバンク信州と協同し、経済的困窮
者に対する「フードドライブ」にも参加し、「こど
もカフェ」では無料での学習支援や子ども食堂、コ
ンサート開催等地域の福祉ニーズや課題に積極的に
取り組んでいました。

〇ボランティア等の受け入れについては、登録や申
し込み手続き、活動内容、オリエンテーション及び
利用者・職員への事前説明、実施記録や利用者との
関わりに関する留意事項等が記載されたマニュアル
が整備されていました。
〇地域住民の定期的来園活動や地元小学校生徒や中
学校との定期交流会も行われていました。
〇地区民生委員の交流活動や地域行事への参加、防
災訓練への近隣住民の応援等も定着していました。
〇コロナ禍の中、感染予防でボランティアの来園も
少なくなり、利用者さんからも「つまんない、寂し
い」とのコメントがありました。

〇社会資源は、市広域の資源リスト資料があり、利
用者はドライブ等で活用しているとの管理者のコメ
ントがありました。
〇施設の近くにある砥石・米山城跡は、散歩等で利
用者はよく出かけているとのことですが、スーパー
やコンビニは地元地域には少ないため、特に買い物
等は、利用者の希望を事前に把握し、公用車で職員
同行の外出行事として対応しているとの職員インタ
ビューでのコメントがありました。
〇地域には、適当な関係機関・団体は少ないが、上
小障がい児者施設連絡協議会や県知的障がい者福祉
協会、自立支援協議会の専門部会へ積極的に参加し
て情報の共有に努めていました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(3) ①

ｂ）

■ 122 福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を
意図した取組を行っている。

□ 123 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かし、地域住民の生活
に役立つ講演会や研修会等を開催して、地域へ参加を呼びか
けている。

■ 124 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かした相談支援事業、
支援を必要とする地域住民のためのサークル活動等、地域
ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行っ
ている。

■ 125 災害時の地域における役割等について確認がなされている。

■ 126 多様な機関等と連携して、社会福祉分野に限らず地域の活性
化やまちづくりに貢献している。

②

ａ）

■ 127 福祉施設・事業所の機能を地域に還元することなどを通じ
て、地域の福祉ニーズの把握に努めている。

■ 128 民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによっ
て、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。

■ 129 地域住民に対する相談事業を実施するなどを通じて、多様な
相談に応じる機能を有している。

■ 130 関係機関・団体との連携にもとづき、具体的な福祉ニーズの
把握に努めている。

■ 131 把握した福祉ニーズにもとづいて、法で定められた社会福祉
事業にとどまらない地域貢献に関わる事業・活動を実施して
いる。

■ 132 把握した福祉ニーズにもとづいた具体的な事業・活動を、計
画等で明示している。

地域の福祉向
上のための取
組を行ってい
る。

福祉施設・事
業所が有する
機能を地域に
還元してい
る。

地域の福祉
ニーズにもと
づく公益的な
事業・活動が
行われてい
る。

〇市との防災協定を締結して、災害時における福祉
避難場所等、施設機能を地域に還元する取り組みを
積極的に進めております。
〇当施設は、地域集落から少し離れた丘陵地に立地
して、施設設備も古いため、地域住民に活用してい
ただくスペースを確保することは困難な状況ではあ
るが、福祉避難所としての機能や地域住民のニーズ
に対応できるように準備はしているとの管理者コメ
ントがありました。
〇地域との関わり方を深める方法として、施設の専
門的な知識や技術、情報を地域に提供することが挙
げられます。障がい児者や生活困窮者等地域住民に
対する講習会や研修会、講演会等の開催や福祉に関
する相談窓口の設置等の取り組みをさらに充実させ
ることを期待します。

〇法人組織として、開設当初から、公益的事業や活
動に積極的に取り組んでいて、現在も子ども食堂や
フィードバック事業、震災支援活動、貧困対策活動
等が組織として、定着実施されています。当施設も
「ふれあいまち作り事業」支援連携施設に指定され
ていて、法人本部と連携して、上記事業に積極的に
取り組んでいることを管理者インタビューで伺いま
した。
〇年に１回、地域の民生委員を施設に招いて利用者
との交流会を実施しています。
〇地域の自治会（長寿会）や協議会にも職員・利用
者が積極的に参加して、地域の福祉ニーズや課題の
把握共有に努め、法人組織や基幹相談支援センター
とも連携しながら改善のための活動を行っているこ
とを資料等で確認しました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) ①

ｂ）

■ 133 理念や基本方針に、利用者を尊重した福祉サービスの実施に
ついて明示し、職員が理解し実践するための取組を行ってい
る。

■ 134 利用者を尊重した福祉サービスの提供に関する「倫理綱領」
や規程等を策定し、職員が理解し実践するための取組を行っ
ている。

□ 135 利用者を尊重した福祉サービス提供に関する基本姿勢が、
個々の福祉サービスの標準的な実施方法等に反映されてい
る。

■ 136 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強
会・研修を実施している。

□ 137 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、定期的に状況
の把握・評価等を行い、必要な対応を図っている。

②

ａ）

■ 138 利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等が
整備され、職員の理解が図られている。

■ 139 利用者の虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル
等が整備され、職員の理解が図られている。

■ 140 利用者のプライバシー保護と虐待防止に関する知識、社会福
祉事業に携わる者としての姿勢・責務、利用者のプライバ
シー保護や権利擁護に関する規程・マニュアル等について、
職員に研修を実施している。

■ 141 一人ひとりの利用者にとって、生活の場にふさわしい快適な
環境を提供し、利用者のプライバシーを守れるよう設備等の
工夫を行っている。

■ 142 利用者や家族にプライバシー保護と権利擁護に関する取組を
周知している。

■ 143 規程・マニュアル等にもとづいた福祉サービスが実施されて
いる。

■ 144 不適切な事案が発生した場合の対応方法等が明示されてい
る。

Ⅲ
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

１
利
用
者
本
位
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利用者を尊重
する姿勢が明
示されてい
る。

利用者を尊重
した福祉サー
ビス提供につ
いて共通の理
解をもつため
の取組を行っ
ている。

利用者のプラ
イバシー保護
等の権利擁護
に配慮した福
祉サービス提
供が行われて
いる。

〇利用者本位を尊重する姿勢は、法人基本理念や施
設の基本方針にも明示されて、職員の理解や周知共
有のための取り組みも伺えました。
〇利用者の尊重や基本的人権に関する施設内研修会
は、研修計画により、年２～３回実施していること
を研修資料等で確認しました。
〇利用者の権利擁護については、成年後見制度の活
用支援を積極的に進めています。
〇身体拘束マニュアルや虐待防止マニュアルには、
利用者尊重の基本姿勢が明示されて、組織全体とし
ての周知徹底が図られていました。
〇福祉サービスの実施では、利用者の意向を尊重す
る支援や利用者のＱＯＬの向上を目指した積極的な
取り組みが求められています。組織内の共通理解を
さらに図るために、標準的実施方法の策定や定期的
な状況の把握・評価等も確実に行うことを期待しま
す。

〇利用者のプライバシー保護規程や権利擁護に関す
る規程は整備されていて、マニュアルに基づいて、
電話や面会、入浴や排せつ等具体的な事例や場面等
における保護内容により、周知共有が図られていま
した。
〇年３回の定期的なプライバシー保護に関する職員
研修会を開催し、職員の周知徹底に努めていまし
た。
〇利用者や家族には、プライバシー保護マニュアル
を配布して、利用者自治会総会や家族総会におい
て、管理者が丁寧に説明周知に努めていました。
〇利用者居室は、個室と２人部屋になっていました
が、３０人定員の小集団のため居室空間はこじんま
りとした家庭的な雰囲気がありました。居室はカー
テンで仕切り、トイレや浴室、相談室等もプライバ
シーに配慮した設備環境になっていました。
〇利用者調査結果（聞き取り調査）でも、プライバ
シー保護に関しては、ほとんどの利用者さんが「恥
ずかしい思いや嫌な思いはしていない」とのコメン
トでした。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(2) ①

b）

□ 145 理念や基本方針、実施する福祉サービスの内容や福祉施設・
事業所の特性等を紹介した資料を、公共施設等の多くの人が
入手できる場所に置いている。

■ 146 組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で
誰にでもわかるような内容にしている。

■ 147 福祉施設・事業所の利用希望者については、個別にていねい
な説明を実施している。

■ 148 見学、体験入所、一日利用等の希望に対応している。

□ 149 利用希望者に対する情報提供について、適宜見直しを実施し
ている。

②

ａ）

■ 150 サービス開始・変更時の福祉サービスの内容に関する説明と
同意にあたっては、利用者の自己決定を尊重している。

■ 151 サービス開始・変更時には、利用者がわかりやすいように工
夫した資料を用いて説明している。

■ 152 説明にあたっては、利用者や家族等が理解しやすいような工
夫や配慮を行っている。

■ 153 サービス開始・変更時には、利用者や家族等の同意を得たう
えでその内容を書面で残している。

■ 154 意思決定が困難な利用者への配慮についてルール化され、適
正な説明、運用が図られている。

③

ａ）
■ 155 福祉サービスの内容の変更にあたり、従前の内容から著しい

変更や不利益が生じないように配慮されている。

■ 156 他の福祉施設・事業所や地域・家庭への移行にあたり、福祉
サービスの継続性に配慮した手順と引継ぎ文書を定めてい
る。

■ 157 福祉サービスの利用が終了した後も、組織として利用者や家
族等が相談できるように担当者や窓口を設置している。

■ 158 福祉サービスの利用が終了した時に、利用者や家族等に対
し、その後の相談方法や担当者について説明を行い、その内
容を記載した文書を渡している。

福祉サービス
の提供に関す
る説明と同意
（自己決定）
が適切に行わ
れている。

利用希望者に
対して福祉
サービス選択
に必要な情報
を積極的に提
供している。

福祉サービス
の開始・変更
にあたり利用
者等にわかり
やすく説明し
ている。

福祉施設・事
業所の変更や
家庭への移行
等にあたり福
祉サービスの
継続性に配慮
した対応を

行っている。

〇法人のホームページや施設のパンフレットには、
基本理念や施設の基本方針等の基本情報が掲示され
て、特に施設のパンフレットは、写真や絵図、ルビ
等でわかりやすい工夫がなされていました。また、
施設の利用希望者や見学者等には、前記のパンフ
レットを配布して、管理者やサービス管理責任者が
丁寧に説明し、見学や体験利用希望者等に対して
も、相手の希望に柔軟に対応して積極的に受け入れ
る姿勢と仕組みを伺うことができました。
〇社会福祉法第７５条には、社会福祉事業の経営者
は、利用者がサービス選択の際に参考とすることが
できる情報を積極的に提供すことを求めています。
施設の基本情報を公共施設等に置いたり、資料は、
言葉遣いや写真、絵図等で誰でもわかりやすい工夫
もお願いします。

〇サービス管理責任者と管理者は、施設の利用開始
時や利用変更時には、利用者の自己決定に十分に配
慮し、ルビ等わかりやすく工夫した重要事項説明書
等により、丁寧に説明し、利用者や家族の同意を得
る仕組みになっていました。
〇利用契約書や重要事項説明書及び個人情報保護規
程等は、利用者・家族にも配布され、周知共有に努
めています。
〇意志決定の困難な利用者については、家族や相談
支援専門員や役場のケースワーカー等と連携して、
適切な対応に努めていました。

〇利用者の状態の変化や家庭状況の変化等で、施設
利用の変更があった場合の対応については、引継ぎ
や申し送りの手順、文書により、適切に対応する仕
組みを文書で確認しました。
〇他施設・事業所へ移行する利用者に対して、移行
先の施設・事業所及び相談支援専門員と連携して、
利用者がスムースに移行できるように努め、また、
家庭復帰等の利用者に対しては、相談窓口担当者を
管理者とサービス管理責任者が担い、本人や家族の
相談支援を行う仕組みになっていました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(3) 利用者満足の
向上に努めて
いる。

①

ｂ）

□ 159 利用者満足に関する調査が定期的に行われている。

■ 160 利用者への個別の相談面接や聴取、利用者懇談会が、利用者
満足を把握する目的で定期的に行われている。

■ 161 職員等が、利用者満足を把握する目的で、利用者会や家族会
等に出席している。

□ 162 利用者満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果
を分析・検討するために、利用者参画のもとで検討会議の設
置等が行われている。

□ 163 分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。

(4) ①

ａ）

■ 164 苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の
設置、第三者委員の設置）が整備されている。

■ 165 苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示さ
れ、資料を利用者等に配布し説明している。

■ 166 苦情記入カードの配布やアンケート（匿名）を実施するな
ど、利用者や家族が苦情を申し出しやすい工夫を行ってい
る。

■ 167 苦情内容については、受付と解決を図った記録を適切に保管
している。

■ 168 苦情内容に関する検討内容や対応策については、利用者や家
族等に必ずフィードバックしている。

■ 169 苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た利用者や家族等
に配慮したうえで、公表している。

■ 170 苦情相談内容にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる
取組が行われている。

利用者が意見
等を述べやす
い体制が確保
されている。

利用者満足の
向上を目的と
する仕組みを
整備し、取組
を行ってい
る。

苦情解決の仕
組みが確立し
ており、周
知・機能して
いる。

〇周知のように、利用者本位の福祉サービスは、施
設が一方的に判断できるものではなく、利用者個々
がどれだけ満足しているかという双方向性の観点が
重要で、福祉サービスにおいては、専門的な相談・
支援を利用者個々に適切に実施すると同様に、利用
者満足を組織的に調査・把握し、福祉サービスの質
の向上や利用者個々のQOLの向上に結びつける取り組
みが求められています。定期的に利用者満足度調査
及び家族の調査も実施していただくことを期待しま
す。

〇苦情解決の仕組みは、法人組織として適切に整備
されていて、当施設でも苦情解決責任者、苦情受付
担当者、第三者委員が設置されて、法令で求められ
ている苦情解決体制が法人組織と連動して適切に整
備されていました。
〇苦情解決の仕組みは、わかりやすいようにルビや
絵図等で工夫された資料が施設内に掲示され、利用
者等への周知に努めていました。
〇苦情・要望内容件数は、家族や関係者からの申し
立てが多く、マニュアルに基づいて、記録として整
備され、結果については、利用者や家族の同意を得
て、ホームページで公表する等利用者及び家族にも
周知する仕組みになっていました。
〇特に利用者同士のトラブル等に関する苦情・要
望・相談内容については、職員の見守りや活動グ
ループや居場所の変更等施設生活の個別支援計画に
反映させる取り組みもあることを記録で確認しまし
た。
〇苦情意見箱や申し立て用紙、筆記用具等は、特定
の利用者が壊したり、破り捨てたりしてしまうので
対応に苦慮しているとの管理者コメントがありまし
た。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

②

ｂ）

□ 171 利用者が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や
相手を自由に選べることをわかりやすく説明した文書を作成
している。

□ 172 利用者や家族等に、その文章の配布やわかりやすい場所に掲
示する等の取組を行っている。

■ 173 相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境
に配慮している。

③

ｂ）

■ 174 相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の
検討等について定めたマニュアル等を整備している。

■ 175 対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。

■ 176 職員は、日々の福祉サービスの提供において、利用者が相談
しやすく意見を述べやすいように配慮し、適切な相談対応と
意見の傾聴に努めている。

□ 177 意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的
に把握する取組を行っている。

■ 178 職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる
場合に状況を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っ
ている。

■ 179 意見等にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が
行われている。

(5) ①

ａ）

■ 180 リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネ
ジャーの選任・配置）、リスクマネジメントに関する委員会
を設置するなどの体制を整備している。

■ 181 事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュア
ル）等を明確にし、職員に周知している。

■ 182 利用者の安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われて
いる。

■ 183 収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析
し、改善策・再発防止策を検討・実施する等の取組が行われ
ている。

■ 184 職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行ってい
る。

■ 185 事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定
期的に評価・見直しを行っている。

安心・安全な
福祉サービス
の提供のため
の組織的な取
組が行われて
いる。

利用者が相談
や意見を述べ
やすい環境を
整備し、利用
者等に周知し
ている。

利用者からの
相談や意見に
対して、組織
的かつ迅速に
対応してい
る。

安心・安全な
福祉サービス
の提供を目的
とするリスク
マネジメント
体制が構築さ
れている。

〇利用者等が相談できるスペースは、相談室として
適切に整備されていました。
〇利用者等の相談や意見に関する取り組む体制は、
利用者や家族に十分に周知されていることが求めら
れます。利用開始時に説明を行うだけでなく、日常
的に相談窓口を明確にし、意見箱の設置やアンケー
トの実施、第三者委員の聞き取り等複数の相談相手
が利用者にわかりやすい説明文書として作成される
ことを期待します。

〇苦情対応マニュアルの流れの中で、利用者等から
の相談や意見に対しての対応する仕組みがありまし
た。
〇利用者自治会や家族との月例会で、積極的に意見
や要望を誠実に把握しようとする姿勢を職員インタ
ビューや記録で伺うことができました。
〇利用者等からの意見や要望、提案は、受付記録に
適切に記載整備され、具体的な対応方法や委員会で
の検討内容、当該利用者等への説明・同意等が整理
されていることを資料で確認しました。
〇利用者本位の福祉サービスにおいては、いつでも
相談ができる体制や意見が言える環境作りが不可欠
です。意見箱の設置は、前記の利用者の壊す行為等
で設置が困難なこともわかりますが、創意工夫で設
置できるようにお願いします。また、なかなか自分
から意向を表明できない利用者への対応として、満
足度調査等のアンケート調査や個別面談を定期的に
実施していただくことを期待します。

〇利用者の安心と安全を確保し、福祉サービスの質
の向上を図る目的が明示された、法人組織のリスク
マネジメント体制がパンフレットに記載され、明文
化されていました。
〇法人組織と連動して、当施設の委員会において、
責任者を配置し、ヒヤリハット報告書や事故報告の
対応が適切に行われていることを委員会の資料で確
認しました。
〇緊急時対応マニュアルも、法人組織と連動した仕
組みになっており、管理者の責任と役割が明確に明
示されていました。
〇委員会は、ヒヤリハット報告書等や事故等の事例
も収集して、定期的に職員研修会を開催して、組織
としての周知共有に努めていました。
〇管理者は、事故報告、ヒヤリハット報告を最終確
認して、リーダーとしての適切な指示支援を行う仕
組みを報告書で確認できました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

②

ａ）

■ 186 感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整
備されている。

■ 187 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員
に周知徹底している。

■ 188 担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に
関する勉強会等を開催している。

　 ■ 189 感染症の予防策が適切に講じられている。

■ 190 感染症が発生した場合には対応が適切に行われている。

■ 191 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直
している。

③

ａ）
■ 192 災害時の対応体制が決められている。

■ 193 立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉
サービス提供を継続するために必要な対策を講じている。

■ 194 利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員
に周知されている。

■ 195 食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄
を整備している。

■ 196 防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自
治会、福祉関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を
実施している。

■ 197 防犯に係る利用者等の安全の確保対策を検討し、実施してい
る。

感染症の予防
や発生時にお
ける利用者の
安全確保のた
めの体制を整
備し、取組を
行っている。

災害時等にお
ける利用者の
安全確保のた
めの取組を組
織的に行って
いる。

〇感染症対策は、法人組織で対応マニュアルが明文
化されていました。
〇対応マニュアルに基づいて、当施設の看護師が、
感染症や予防対応について、職員や利用者への周知
に努めていることを看護師インタビューで伺うこと
ができました。
〇日常的な感染症予防策として、手洗いやうがいの
励行、室内の換気、洗面所やトイレの消毒の徹底を
していることを職員インタビューで伺うことができ
ました。特に新型コロナウイルス感染予防対策に
は、法人組織として対応策が示され、それに基づい
て、当施設でも適切な対応がされていました。
〇対応マニュアルは、法人の保健委員会で定期的に
見直しをする仕組みになっていました。

〇法人組織と連動した、防災計画が整備されていま
した。
〇市と当施設でも防災協定を締結し、特に地元伊勢
山自治会とは、総合防災訓練を合同で実施していま
した。
〇防災計画には、災害時の職員体制、避難先、避難
方法、避難ルート等の対応体制が明示され、安否確
認方法も緊急連絡網等で対応することが文章化され
ていました。
〇福祉避難所指定施設ということもあり、災害時の
食料品や備品の備蓄も適切に準備されていました。
〇防犯対策については、人里から離れた場所で建物
設備も老朽化しているので、特に外部からの侵入者
に対する対応には苦慮しているとの管理者コメント
がありました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

(1) ①
ａ）

■ 198 標準的な実施方法が適切に文書化されている。

■ 199 標準的な実施方法には、利用者の尊重、プライバシーの保護
や権利擁護に関わる姿勢が明示されている。

■ 200 標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職
員に周知徹底するための方策を講じている。

■ 201 標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確
認する仕組みがある。

②

ａ）

■ 202 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しに関する時
期やその方法が組織で定められている。

■ 203 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に
実施されている。

■ 204 検証・見直しにあたり、個別支援計画の内容が必要に応じて
反映されている。

■ 205 検証・見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が
反映されるような仕組みになっている。

(2) ①
ａ）

■ 206 個別支援計画策定の責任者を設置している。

■ 207 アセスメント手法が確立され、適切なアセスメントが実施さ
れている。

■ 208 部門を横断したさまざまな職種の関係職員（種別によっては
組織以外の関係者も）が参加して、アセスメント等に関する
協議を実施している。

■ 209 個別支援計画には、利用者一人ひとりの具体的なニーズが明
示されている。

■ 210 個別支援計画を策定するための部門を横断したさまざまな職
種による関係職員（種別によっては組織以外の関係者も）の
合議、利用者の意向把握と同意を含んだ手順を定めて実施し
ている。

■ 211 個別支援計画どおりに福祉サービスが行われていることを確
認する仕組みが構築され、機能している。

■ 212 支援困難ケースへの対応について検討し、積極的かつ適切な
福祉サービスの提供が行われている。

２
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保

提供する福祉
サービスの標
準的な実施方
法が確立して
いる。

適切なアセス
メントにより
福祉サービス
実施計画が策
定されてい
る。

提供する福祉
サービスにつ
いて標準的な
実施方法が文
書化され福祉
サービスが提
供されてい
る。

標準的な実施
方法について
見直しをする
仕組みが確立
している。

アセスメント
にもとづく個
別支援計画を
適切に策定し
ている。

〇当施設が提供する標準的実施方法は、文書化さ
れ、利用者個々の特性や必要とする支援等に応じて
柔軟に福祉サービスの提供・実践が行われているこ
とを資料で確認しました。また、実施方法は、標準
化できるものと個別的に提供・実践すべき内容が適
切に組み合わされていて、職員の違いによる福祉
サービスの水準や内容の差異を極力なくすように努
めていました。特に利用者や保護者等との関わり方
については、全職員への周知を徹底し、日常的にも
不適切な対応については、管理者が個別に口頭で注
意喚起する等全職員の一定水準、内容を確保できる
取り組み内容になっていました。

〇サービスの標準的な実施方法の見直しについて
は、リーダー会議等で定期的に見直しが行われる仕
組みがありました。
〇標準的実施方法が、サービス等利用計画に添付さ
れていることもあり、個別支援計画にも反映される
仕組みになっていました。
〇職員や利用者・家族からの意見や要望について
も、リーダー会で情報を把握した上で検証,見直しに
反映されるように努めていることをリーダーインタ
ビューで伺うことができました。

〇個別支援計画の策定については、サービス等利用
計画、アセスメントシートを基にサービス管理責任
者が提案し、決定する仕組みになっていました。。
〇個別支援計画の実施状況は、サービス管理責任
者、担当者職員、管理者が定期的に評価し、見直し
をしていました。
〇グループ担当職員は、支援員、看護師、栄養士に
よるチームアプローチで個別支援計画の振り返りも
定期的に行われていました。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点  コメント

②

ａ）

■ 213 個別支援計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会
議の参加職員、利用者の意向把握と同意を得るための手順
等、組織的な仕組みを定めて実施している。

■ 214 見直しによって変更した個別支援計画の内容を、関係職員に
周知する手順を定めて実施している。

■ 215 個別支援計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備してい
る。

■ 216 個別支援計画の評価・見直しにあたっては、標準的な実施方
法に反映すべき事項、福祉サービスを十分に提供できていな
い内容（ニーズ）等、福祉サービスの質の向上に関わる課題
等が明確にされている。

(3) ①

ａ）
■ 217 利用者の身体状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様

式によって把握し記録している。

■ 218 個別支援計画にもとづくサービスが実施されていることを記
録により確認することができる。

■ 219 記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、
記録要領の作成や職員への指導等の工夫をしている。

■ 220 組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な
情報が的確に届くような仕組みが整備されている。

■ 221 情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での
取組がなされている。

■ 222 パソコンのネットワークシステムの利用や記録ファイルの回
覧等を実施して、事業所内で情報を共有する仕組みが整備さ
れている。

②

ａ）

■ 223 個人情報保護規程等により、利用者の記録の保管、保存、廃
棄、情報の提供に関する規定を定めている。

■ 224 個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が
規定されている。

■ 225 記録管理の責任者が設置されている。

■ 226 記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教
育や研修が行われている。

■ 227 職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。

■ 228 個人情報の取扱いについて、利用者や家族に説明している。

福祉サービス
実施の記録が
適切に行われ
ている。

定期的に個別
支援計画の評
価・見直しを
行っている。

利用者に関す
る福祉サービ
ス実施状況の
記録が適切に
行われ、職員
間で共有化さ
れている。

利用者に関す
る記録の管理
体制が確立し
ている。

〇個別支援計画は、半年ごとに全利用者のモニタリ
ングを行い、評価・見直しが確実に実施されている
ことを資料等で確認しました。
〇個別支援計画の実施状況は、担当職員からサービ
ス管理責任者が情報を把握し、管理者に報告する組
織的な仕組みがありました。
〇個別支援計画やケース記録の書き方についてのマ
ニュアルも整備されて、電子化してミスヘルパーと
して管理していました。

〇法人の委員会で、前記の記録の書き方や用語につ
いて、統一したマニュアルがあり、様式も適切に電
子化されて、どの職員も記録しやすい工夫がありま
した。
〇利用者一人ひとりの状況に関する情報は、記録し
て、引継ぎや申し送り、回覧等で全職員に周知共有
を図る取り組みがあることを記録資料で確認しまし
た。
〇個別支援計画に基づいた、サービス提供の実施状
況や留意事項、伝達事項等が適切に実行されている
ことをケース記録等で確認しました。

〇個人情報保護基本方針は、整備されていて、重要
事項説明書等でも説明明示されていました。
〇個人情報保護基本方針には、利用者の記録の管理
及び情報の開示に関する内容が適切に明記されてい
ました。
〇個人情報の記録は、事務室と支援員室に鍵のつい
た保管ケースに収納され、管理者・サービス管理責
任者及び係職員が管理していました。
〇個人情報の取り扱いについては、法令遵守に基づ
いて、研修会での職員の周知徹底、実習生やボラン
ティア等への説明資料配布、利用者への説明資料配
布及び同意書、家族への説明資料配布等による周知
に努めていました。
〇個人情報に関する遵守状況については、職員イン
タビューや利用者聴き取り調査でも、「できてい
る」とのコメントがほとんどでした



住吉評価結果　1/7

（別添２）

福祉サービス種別　障がい者・(児) 第三者評価の判断基準

事業所名（施設名） ともいきライフ住吉

第三者評価の判断基準

長野県福祉サービス第三者評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点【障がい者・児福祉サービス版】共通項目に係る判断基準による

評価
対象

評価
分類

評 価

Ａ (1) 自己決定
の尊重

① 利用者の自己決定を尊重し
た個別支援と取組を行って
いる。

ｂ）

□ 1 利用者の自己決定を尊重するエンパワメントの理念にも
とづく個別支援を行っている。

■ 2 利用者の主体的な活動については、利用者の意向を尊
重しながら、その発展を促すように支援を行っている。

■ 3 趣味活動、衣服、理美容や嗜好品等については、利用者
の意思と希望や個性を尊重し、必要な支援を行ってい
る。

■ 4 生活に関わるルール等については、利用者と話し合う機
会（利用者同士が話し合う機会）を設けて決定している。

■ 5 利用者一人ひとりへの合理的配慮が、個別支援や取組
をつうじて具体化されている。

■ 6 利用者の権利について職員が検討し、理解・共有する機
会が設けられている。

(2) 権利侵害
の防止等

①

c）

□ 7 権利侵害の防止等のために具体的な内容・事例を収集・
提示して利用者に周知している。

■ 8 権利侵害の防止と早期発見するための具体的な取組を
行っている。

■ 9 原則禁止される身体拘束を緊急やむを得ない場合に一
時的に実施する際の具体的な手続と実施方法等を明確
に定め、職員に徹底している。

■ 10 所管行政への虐待の届出・報告についての手順等を明
確にしている。

■ 11 権利侵害の防止等について職員が具体的に検討する機
会を定期的に設けている。

■ 12 権利侵害が発生した場合に再発防止策等を検討し、理
解のもとで実践する仕組みが明確化されている。

１
利
用
者
の
尊
重
と
権
利
擁
護

　　　　　　　　　　　　　　　　事業評価の結果（内容評価項目）

評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

〇判断基準の「a、ｂ、ｃ」は、評価項目に対する到達状況を示しています。
「ａ」評価・・・よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
「ｂ」評価・・・ａに至らない状況＝多くの施設・事業所の状態、ａに向けた取組みの余地がある状態
「ｃ」評価・・・ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

〇周知のように、利用者の自律・自立生
活や社会参加を実現するためには、利用
者の自己決定や自己選択を尊重するエン
パワメント理念に基づく支援が重要とい
われています。利用者個々の人権意識を
高める取り組みや利用者の障がいに応じ
た自律・自立生活力を高めるための支援
や各種学習・体験プログラムの実施、地
域の社会資源等に関する情報提供が求め
られています。障害者権利条約では、
「合理的配慮」が障がい児者支援におけ
る重要な取り組みとして示されているの
は周知のとおりです。合理的配慮は利用
者の自律・自立生活支援と社会参加を支
える取り組み・実践であり、利用者個々
の自己決定を尊重し、主体的な活動の支
援、趣味活動や衣類、理美容における希
望の尊重、施設生活に関わるルールにつ
いて利用者と十分に話し合って決める
等、柔軟かつ多様な方法で利用者のエン
パワメントを高める個別支援をさらに図
ることを期待します。

利用者の権利侵害の防止
等に関する取組が徹底され
ている。

〇利用者の尊重と権利擁護は、施設の使
命・役割の基本であり、権利侵害を防止
する取り組みは、法令の必須事項とされ
ています。利用者の権利擁護において
は、自立・自律生活や社会参加を実現す
る支援と虐待等の権利侵害の防止や権利
侵害が発生した場合の迅速かつ適切な対
応が重要であり、これらの取り組みが全
職員に周知徹底されていることが求めら
れ、同時に利用者の権利擁護や権利侵害
について、具体例を利用者に提示して、
利用者が自らの権利について理解できる
取り組みも重要になります。利用者が理
解しやすいように工夫した権利侵害等の
具体例等を提示していただくことをお願
いします。
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

(1) 支援の基
本

① 利用者の自律・自立生活の
ための支援を行っている。 ｂ）

■ 13 利用者の心身の状況、生活習慣や望む生活等を理解
し、一人ひとりの自律・自立に配慮した個別支援を行って
いる。

■ 14 利用者が自力で行う生活上の行為は見守りの姿勢を基
本とし、必要な時には迅速に支援している。

□ 15 自律・自立生活のための動機づけを行っている。

■ 16 生活の自己管理ができるように支援している。

■ 17 行政手続、生活関連サービス等の利用を支援している。

②

ｂ）

■ 18 利用者の心身の状況に応じて、さまざまな機会や方法に
よりコミュニケーションがはかられている。

■ 19 コミュニケーションが十分ではない利用者への個別
的な配慮が行われている。

■ 20 意思表示や伝達が困難な利用者の意思や希望をできる
だけ適切に理解するための取組を行っている。

□ 21 利用者のコミュニケーション能力を高めるための支援を
行っている。

□ 22 必要に応じて、コミュニケーション機器の活用や代弁者の
協力を得るなどの支援や工夫を行っている。

③
ａ）

■ 23 利用者が職員に話したいことを話せる機会を個別に設け
ている。

■ 24 利用者の選択・決定と理解のための情報提供や説明を
行っている。

■ 25 利用者の意思決定の支援を適切に行っている。

■ 26 相談内容について、サービス管理責任者等と関係職員
による検討と理解・共有を行っている。

■ 27 相談内容をもとに、個別支援計画への反映と支援全体
の調整等を行っている。

2
生
活
支
援

〇特に意思表示や伝達が困難な利用者に
対しては、何とかしたいという思いや気
にかけている職員が多数いることをイン
タビューで伺いました。
〇利用者本位の生活支援を図るために
は、利用者の表現や意見の自由を保障
し、利用者の生活の様々な場面で、意思
疎通やコミュニケーション手段を確保す
るための支援や工夫が重要といわれてい
ます。特に意思表示や伝達が困難な利用
者には、意識した日常的な関わりの中で
固有のコミュニケーション手段やサイン
の発見と確認共有、コミュニケーション
機器の活用、家族等の代弁者の協力を得
る等の支援や工夫がさらに充実すること
を期待します。

〇各活動グループ担当支援員は、利用者
一人ひとりの活動要望ニーズを面談によ
り、定期的に調査把握し、グループの活
動計画に反映する仕組みがありました。
また、日常的にも利用者一人ひとりの状
態に応じて、グループ活動が困難な利用
者に対しては、担当職員からサービス管
理責任者に報告相談をして、個別の活動
プログラムで対応していることを計画書
で確認できました。
〇意志表現が困難な利用者については、
表情やサイン等についての共有や対応方
法が、個別支援計画に反映されているこ
とを確認できました。

利用者の心身の状況に応
じたコミュニケーション手段
の確保と必要な支援を行っ
ている。

利用者の意思を尊重する
支援としての相談等を適切
に行っている。

〇生活支援は、個別支援計画に基づき、
利用者の心身の状況、生活習慣や望む生
活等を理解し、一人ひとりの状況に応じ
て、自力で行う行為による生活と活動の
範囲が維持・拡大できるように、自律・
自立生活のための動機付け等についての
具体的な支援や取り組みが求められま
す。身辺の整理整頓、掃除・片付け、身
だしなみと清潔保持、日課スケジュール
管理、ルールマナーの理解、金銭管理支
援等を通して動機付けをさらに図ること
を期待します。
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

④ 個別支援計画にもとづく日
中活動と利用支援等を行っ
ている。

ａ）

■ 28 個別支援計画にもとづき利用者の希望やニーズにより選
択できる日中活動（支援・メニュー等）の多様化をはかっ
ている。

■ 29 利用者の状況に応じて活動やプログラム等へ参加する
ための支援を行っている。

■ 30 利用者の意向にもとづく余暇やレクリエーションが適切に
提供されている。

■ 31 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツに関
する情報提供を行っている。

■ 32 地域のさまざまな日中活動の情報提供と必要に応じた利
用支援を行っている。

■ 33 個別支援計画の見直し等とあわせて日中活動と支援内
容等の検討・見直しを行っている。

⑤
ａ）

■ 34 職員は障がいに関する専門知識の習得と支援の向上を
はかっている。

■ 35 利用者の障がいによる行動や生活の状況などを把握し、
職員間で支援方法等の検討と理解・共有を行っている。

■ 36 利用者の不適応行動などの行動障がいに個別的かつ適
切な対応を行っている。

■ 37 行動障がいなど個別的な配慮が必要な利用者の支援記
録等にもとづき、支援方法の検討・見直しや環境整備等
を行っている。

■ 38 利用者の障がいの状況に応じて利用者間の関係の調整
等を必要に応じて行っている。

(2) 日常的な
生活支援

① 個別支援計画にもとづく日
常的な生活支援を行ってい
る。

ａ）

■ 39 食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本としておいし
く、楽しく食べられるように工夫されている。

■ 40 利用者の心身の状況に応じて食事の提供と支援等を
行っている。

■ 41 利用者の心身の状況に応じて入浴支援や清拭等を行っ
ている。

■ 42 利用者の心身の状況に応じて排せつ支援を行っている。

■ 43 利用者の心身の状況に応じて移動・移乗支援を行ってい
る。

〇個別支援計画は、サービス等利用計画
に基づいて、当施設でのサービス内容や
所定のアセスメント様式により、本人の
ニーズに基づいた適切な日中活動が計画
に反映されていて、見直しも、半年ごと
に定期的に行われていました。
〇当施設は、立地条件を活かした生産活
動として、シイタケ、シクラメン栽培と
販売、アクリルたわし作り、ビーズスト
ラップ作り等を日中活動メニューとして
提供し、多くの利用者さんが楽しんで参
加していることを職員インタビューや利
用者調査でも伺うことができました。

〇介助支援への抵抗、暴言、大声、衣類
や器物損壊、パニックや不穏行動、強い
こだわり等の不適切行動の利用者につい
ては、個々の利用者の支援記録や職員の
情報に基づいて、支援方法の検討・見直
しや環境整備等について定期的に支援会
議を開き、サービス管理責任者、管理者
も出席して検討・実施する仕組みがある
ことを会議録で確認しました。
〇行動障がい等に関する職員の勉強会も
ケース検討会で行われ、支援方法の検討
や見直しも定期的に行われる仕組みがあ
りました。

〇個別支援計画は、利用者個々の状態や
ニーズ及び家族の要望が反映されてい
て、食生活、入浴、排せつ、移動・移
乗、関わり方等の支援方法が具体的に明
記されていました。
〇調理は業務委託ではありますが、利用
者の嗜好が献立メニューに反映されるよ
うに当施設の栄養士や職員が委託先業者
と定期的に話し合う場が設定され、適温
での提供や食メニューの選択制等利用者
がおいしく、楽しく食べられるような配
慮が適切に行われていることを職員イン
タビューで伺いました。

利用者の障がいの状況に
応じた適切な支援を行って
いる。
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

(3) 生活環境 ①

ｂ）

■ 44 利用者の居室や日中活動の場等は、安心・安全に配慮
されている。

□ 45 居室、食堂、浴室、トイレ等は、清潔、適温と明るい雰囲
気を保っている。

■ 46 利用者が思い思いに過ごせるよう、また安眠（休息）でき
るよう生活環境の工夫を行っている。

■ 47 他の利用者に影響を及ぼすような場合、一時的に他の
部屋を使用するなどの対応と支援を行っている。

■ 48 生活環境について、利用者の意向等を把握する取組と
改善の工夫を行っている。

(4) 機能訓
練・生活
訓練

①

ａ）

■ 49 生活動作や行動のなかで、意図的な機能訓練・生活訓
練や支援を行っている。

■ 50 利用者が主体的に機能訓練・生活訓練を行えるよう工夫
している。

■ 51 利用者の障がいの状況に応じて専門職の助言・指導の
もとに機能訓練・生活訓練を行っている。

■ 52 利用者一人ひとりの計画を定め、関係職種が連携して機
能訓練・生活訓練を行っている。

■ 53 定期的にモニタリングを行い、機能訓練・生活訓練計画
や支援の検討・見直しを行っている。

(5) ① 利用者の健康状態の把握
と体調変化時の迅速な対
応等を適切に行っている。

ａ）

■ 54 入浴、排せつなどの支援のさまざまな場面をつうじて、利
用者の健康状態の把握に努めている。

■ 55 医師又は看護師等による健康相談や健康面での説明の
機会を定期的に設けている。

■ 56 利用者の障がいの状況にあわせた健康の維持・増進の
ための工夫を行っている。

■ 57 利用者の体調変化等における迅速な対応のための手
順、医師・医療機関との連携・対応を適切に行っている。

■ 58 障がい者・児の健康管理等について、職員研修や職員
の個別指導等を定期的に行っている。

〇築45年の建物は、旧基準のため、居室
は2人部屋が多く少し狭い空間で、建物
の周囲が木々に囲まれていることもあ
り、全体的に室内が暗い雰囲気になって
いました。
〇利用者の生活の場は、快適でくつろい
で過ごせる環境が必要で、特に居室、食
堂、浴室、トイレ等は、清潔感、適温と
明るい雰囲気が保たれていることが必要
になります。利用者の生活環境に関する
意向を調査して、意向を踏まえた取り組
みと改善の工夫を期待します。職員イン
タビューや利用者調査でも「寒い、エア
コンが欲しい」のコメントがありまし
た。

〇生活訓練・機能訓練については、個別
支援計画に反映され、定期的に専門職
（PT・ST）に来ていただき、アドバイス
や指示書に基づいて、日常的に支援職員
が行う仕組みがありました。
〇一般職員のインタビューでは、専門職
が配置されないと機能訓練等は十分には
できないとのコメントもありましたが、
理学療法士の個別訓練メニューに基づい
て、実施可能な訓練メニューを日常生活
動作のなかで実施し、利用者個々の機能
や能力の維持・向上を増やす工夫が図ら
れていました。

〇利用者の健康管理について、法人の保
健担当者会議で基本的なマニュアルが作
成され、それに基づいて、当施設の看護
師が中心になり、支援職員と連携して実
施する仕組みがありました。また、嘱託
医及び主治医とは、看護師が連携をとり
ながら、利用者の通院等の付き添いを通
じて、利用者の健康情報の把握に努め、
支援職員との情報の共有に努めているこ
とを看護職員インタビューで伺いまし
た。
〇利用者の健康管理については、定期的
なバイタルチェック、体調変化時の対応
について、手順や対応方法を明示し、ま
た、食事の状況、入浴や排せつ等の状況
も担当職員がチェックして、異常や変化
があれば看護師に報告し、適切な対応を
する仕組みがあることを記録等で確認し
ました。

健康管理・
医療的な
支援

利用者の快適性と安心・安
全に配慮した生活環境が確
保されている。

利用者の心身の状況に応
じた機能訓練・生活訓練を
行っている。
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

② 医療的な支援が適切な手
順と安全管理体制のもとに
提供されている。

ａ）

■ 59 医療的な支援の実施についての考え方（方針）と管理者
の責任が明確であり、実施手順や個別の計画が策定さ
れている。

■ 60 服薬等の管理（内服薬・外用薬等の扱い）を適切かつ確
実に行っている。

■ 61 慢性疾患やアレルギー疾患等のある利用者について
は、医師の指示にもとづく適切な支援や対応を行ってい
る。

■ 62 介護職員等が実施する医療的ケアは、医師の指示にも
とづく適切かつ安全な方法により行っている。

■ 63 医師や看護師の指導・助言のもと、安全管理体制が構築
されている。

■ 64 医療的な支援に関する職員研修や職員の個別指導等を
定期的に行っている。

(6) 社会参
加、学習
支援

① 利用者の希望と意向を尊重
した社会参加や学習のため
の支援を行っている。

ｂ）

■ 65 利用者の希望と意向を把握し、社会参加に資する情報
や学習・体験の機会を提供する等、社会参加への支援を
行っている。

■ 66 利用者の外出・外泊や友人との交流等について、利用者
を尊重して柔軟な対応や支援を行っている。

□ 67 利用者や家族等の希望と意向を尊重して学習支援を
行っている。

■ 68 利用者の社会参加や学習の意欲を高めるための支援と
工夫を行っている。

(7) ①
b)

■ 69 利用者の希望と意向を把握し、地域生活に必要な社会資源に関する情報や学習・体験の機会を提供している。

■ 70 利用者の社会生活力と地域生活への移行や地域生活の
意欲を高める支援や工夫を行っている。

□ 71 地域生活への移行や地域生活について、利用者の意思
や希望が尊重されている。

■ 72 地域生活への移行や地域生活に関する課題等を把握
し、具体的な生活環境への配慮や支援を行っている。

□ 73 地域生活への移行や地域生活のための支援について、
地域の関係機関等と連携・協力している。

〇地域生活への移行については、日常的
に介助等個別支援ニーズの高い利用者が
年々増えてきて、高齢化・重度化対応
は、喫緊の課題であるが、人材不足等に
よる職員配置や夜間も支援可能なグルー
プホーム等の資源も、周辺地域では少な
いため、利用者の地域移行支援が年々厳
しくなっている様子でした。
〇利用者の地域生活への移行と地域生活
支援は、施設組織としての取り組む体制
が必要になります。前記のように利用者
の高齢化や重度化で地域移行支援は困難
な状況とは思いますが、地域生活や住ま
いへの希望調査や情報の提供等、地域生
活に必要な社会資源に関する情報や学
習・体験の機会を図る取り組みを期待し
ます。

〇医療的支援としては、慢性疾患、アレ
ルギー疾患や服薬等に関するマニュアル
が整備されていて、それに基づいて適切
な対応が行われていました。また、マ
ニュアルには、医療的支援の考え方や看
護師・管理者の役割も明示され、実施手
順や個別計画も策定されていました。特
に服薬に関するマニュアルにおいては、
利用者個々が服薬する薬の保管から服
用・使用の確認に至る留意事項が明記さ
れ、また、誤薬・誤飲や服用の拒否、重
複服用や飲み忘れがあった場合の対応方
法も明示されていました。
〇喀痰吸引等の医療的ケアが必要な利用
者は、現在はいないとのことですが、管
理者インタビューでは、今後、医療的ケ
アが必要な利用者の特に夜間の適切な対
応体制のために、支援職員の喀痰吸引等
研修にも取り組みたいとのコメントを伺
いました。
〇利用者の「自立した生活及び地域社会
への包容」を実現する観点から、利用者
の意向を尊重しながら、社会参加や学習
のための支援が必要になります。当施設
は、地元地域の長寿会に加入して、地域
の一員として地域社会との関係性を構築
継続しておりますが、さらに利用者の社
会参加に向けた情報の収集提供や地域の
文化施設の利用、ボランティア活動やス
ポーツ活動、生涯学習や資格取得、趣味
活動等の学習の場（機会）、交流学習・
体験の機会を準備して、日中活動の一つ
として、利用者個々の意向と能力に応じ
て提供支援することを期待します。

地域生活
への移行
と地域生
活の支援

利用者の希望と意向を尊重
した地域生活への移行や
地域生活のための支援を
行っている。
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

(8) ① 利用者の家族等との連携・
交流と家族支援を行ってい
る。

ａ）

■ 74 家族等との連携・交流にあたっては、利用者の意向を尊
重して対応を行っている。

■ 75 利用者の生活状況等について、定期的に家族等への報
告を行っている。

■ 76 利用者の生活や支援について、家族等と意見交換する
機会を設けている。

■ 77 利用者の生活や支援に関する家族等からの相談に応
じ、必要に応じて助言等の家族支援を行っている。

■ 78 利用者の体調不良や急変時の家族等への報告・連絡
ルールが明確にされ適切に行われている。

■ 79 利用者の生活と支援に関する家族等との連携や家族支
援についての工夫を行っている。

(1) 発達支援 ① 子どもの障がいの状況や発
達過程等に応じた発達支援
を行っている。

□ 80 子どもの発達過程や適応行動の状況等を踏まえた発達
支援（個別支援）を行っている。

□ 81 子どもの発達に応じて必要となる基本的日常動作や自
立生活を支援するための活動や取組について、個別活
動と集団活動等を組み合わせながら実施している。

□ 82 子どもの活動プログラムについてはチームで作成すると
ともに、子どもの状況に応じた工夫や見直しを行ってい
る。

□ 83 子どもと保護者に対し、学校及び保育所や認定こども
園、児童発達支援事業所等との情報共有、連携・調整を
はかっている。

(1) 就労支援 ① 利用者の働く力や可能性を
尊重した就労支援を行って
いる。

□ 84 利用者一人ひとりの働く力や可能性を引き出すような取
組や工夫を行っている。

□ 85 利用者一人ひとりの障がいに応じた就労支援を行ってい
る。

□ 86 利用者の意向や障がいの状況にあわせて、働くために
必要なマナー、知識・技術の習得や能力の向上を支援し
ている。

□ 87 働く意欲の維持・向上のための支援を行っている。

□ 88 仕事や支援の内容について、利用者への定期的な報告
と話し合いを行っている。

□ 89 地域の企業、関係機関、家族等との連携・協力のもとに
就労支援を行っている。

3
発
達
支
援

対象外

家族等と
の連携・交
流と家族
支援

対象外

〇相談支援事業所と連携して、利用者本
人の家族に対する思いや要望及び家族の
意向を把握して、個別支援計画のモニタ
リング時期には定期的に本人及び家族と
話し合っていました。
〇面会等来所が困難な家族に対しては、
帰省の受け入れについて協力を依頼し、
帰省時には担当支援員が同行して、施設
での生活の様子や本人の思いを伝え、家
庭での生活の様子についても把握する取
り組みが訪問記録等で確認しました。ま
た、個別外出計画により、家族と外出し
て食事を一緒に楽しむ等の支援を図って
いました。

4
就
労
支
援
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評価
対象

評価
分類

評 価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

② 利用者に応じて適切な仕事
内容等となるように取組と
配慮を行っている。

□ 90 利用者の意向や障がいの状況に応じた仕事時間、内容・
工程等となっている。

□ 91 利用者が選択できるよう、多様な仕事の内容・工程等を
提供するための工夫を行っている。

□ 92 仕事の内容・工程等の計画は、利用者と作成するよう努
めている。

□ 93 賃金（工賃）等を利用者にわかりやすく説明し、同意を得
たうえで適切に支払われている。

□ 94 賃金（工賃）を引き上げるための取組や工夫を行ってい
る。

□ 95 労働安全衛生に関する配慮を適切に行っている。

③ 職場開拓と就職活動の支
援、定着支援等の取組や工
夫を行っている。

□ 96 職場や受注先の開拓等により仕事の機会の拡大（職場
開拓）に努めている。

□ 97 障害者就業・生活支援センターやハローワーク等との連
携を定期的かつ適切に行っている。

□ 98 利用者の障がいの状況や働く力にあわせて、利用者と企
業とのマッチングなどの就職支援を適切に行っている。

□ 99 就労後の利用者と職場との関係づくりなど、職場定着等
の支援を必要に応じて行っている。

□ 100 利用者や地域の障がい者が離職した場合などの受入や
支援を行っている。

□ 101 地域の企業等との関係性の構築や障がい者が働く場に
おける「合理的配慮」を促進する取組・働きかけを行って
いる。

対象外

対象外
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福祉サービス種別　　障害者支援施設

事業所名    ともいきライフ住吉

１　調査概要

調査対象者　　(利用者本人)

調査方法　    (アンケート調査方式)　　

利用者総数（３０人）　

調査対象者数（1０人）　　　　　　　

有効回答者数（1０人）

利用者総数に対する回答者割合（３３％）

２　利用者調査全体のコメント

３　利用者調査の結果

はい
どちらとも
いえない

いいえ
非該当（あ
てはまらな

い）

問 1 あなたがやりたいと思った活動ができますか。 9 1

問 2
あなたの目標・計画について、いっしょに考えわかりやすく
説明してくれましたか。

9 1

問 3
職員は、丁寧（乱暴な言葉を使ったり、命令したり、呼び捨
てにしない）に接してくれますか。

10

問 4
あなたが困ったときに、職員以外の人（役所や第三者委員
など）にも相談できることをわかりやすく伝えてくれました

か。
5 3 2

問 5
あなたのプライバシー（他の人に見られたくない、聞かれ
たくない、知られたくないと思うこと）を職員は守っています
か。

7 2 1

〇調査の主旨である「事業者が必ずしもやらな
ければならない調査項目ではない」ことを利用
者に説明していただくように職員に依頼した。

コ　　メ　　ン　　ト

〇利用者アンケート調査結果では、「音楽を聴いたり絵を書いたりキャッチボールを楽しくやっている」「創作活動が楽しい」
「マグネット貼り作業がめっちゃ楽しい」「シイタケとか畑仕事が楽しい」等のコメントがありました。
〇新型コロナウイルスで外出や散歩に行けなくてつまらないとのコメントもありました。

〇希望を聞いて一緒に考えてくれて、できるかできないかを説明してくれるとのコメントがありました。また、調理体験実習を
やってみたいとの希望もありました。

〇昔は乱暴で怖い職員もいたが、今は丸くなって職員はみんな優しく接してくれて、約束も守ってくれるとのコメントもあり、全
体的に満足しているアンケート調査結果でした。

〇「役場にも知り合いがいるので時々相談している」「職員以外の人の話しは聞いていない」「職員に相談している」「困った
時は職員に話すように云われている」等のコメントがありました。

〇秘密にして欲しいという約束は、守っていただけているとのコメントが多数ありましたが、時々嫌な思いをすることがあると
のコメントもありました。

(別添3-2)　　　　　　　　利用者調査の結果

※評価機関とし特に考慮した点

〇感染予防のため施設の希望もあり、職員に手伝っていただきアンケート調査にしました。

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）
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問 6 職員は、あなたがやりたいことは自分でできるように、あなたの
行動を見守ってくれますか。 5 3 2

問 7 職員はあなたの話をよくきいてくれますか。 9 1

問8
あなたの気持をわってくれ、希望に応じた支援が行われています
か。

9 1

問９ あなたが困ったときに、相談できる職員はいますか。 9 1

問１０
あなたが不満に思ったことや要望を伝えたとき、職員は、きちん
と対応してくれていますか。

8 2

問１１ あなたがお願いしたいことが、他の職員にも伝わっていますか。 7 2 1

問１２ 施設での活動は楽しいですか。 9 1

問１３ あなたの目標や計画、状態に応じた支援が行われていますか。 9 1

問１４ 食事の時間は楽しみですか。 8 2

問１５
あなたにあった食事方法（食事時間、食器・用具、食べやすい工
夫、介助の方法）になっていますか。

9 1

問１６
入浴や着替え、トイレなどであなたが恥ずかしい思いをしないよ
うにしてくれていますか。

10

〇「シイタケ栽培やシクラメン栽培等仕事は楽しい」「音楽とか絵とかキャッチボールがいつもできていうことがない」「まあま
あかな」等のコメントがあり、全体的に活動には満足している様子が伺えました。

〇目標や思いに対する支援についての満足度は、低い様子が感じられました。〇担当職員話し合っている。

〇「美味しい。楽しみ」「特に夕飯が一番楽しみ」「昔よりは量は食べられなくなっているが楽しんで食べている」等のコメント
が多数ありましたが、一人の利用者は、楽しみだけど食べられないものが多いとの意見もありました。

〇食事方法については、ほとんどの利用者からは特にコメントもなく満足していることが伺えましたが、一人の利用者からは
３食とも時間が早すぎるとの意見がありました。

〇「やりたいことはやらせてくれている」「職員は一緒にやってくれている」「音楽とかやりたいことができている」等肯定的なコ
メントがありましたが、中には「その時々によって異なる」との意見もありました。

〇何人かの職員の名前を挙げて「いっぱい聴いてくれる。よく聞いてくれる」等のコメントが多数ありました。職員は忙しそう
で、「後でね」云われることが多いとの意見もありました。

〇「担当職員がよくわかってくれている」等「はい」との回答が多く、日々の生活に満足されているようでした。

〇何人かの職員の名前を挙げて「何でも相談できているので特に困っていることはない」等のコメントがあり、皆さん満足さ
れているようでした。

〇「良くやってくれる」「まあまあ対応してくれている」とのコメントがありました。中には、「建物設備が古く、しかたないが居住
環境には不満」との意見もありました。

〇職員に共有されていない様子も伺えましたが、質問が難しくて、理解できない利用者さんもおられました。〇どの職員も良
くやってくれる。
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問１７ この施設であなたは安全に過ごす事が出来ていますか。 10

問１８
施設の中であなたは安全に動く事が出来ていますか。(危ない所
はありませんか）

10

問１９
あなたがケガをしたり具合が悪いときに、すぐ病院に連れて行っ
てくれたり心配してくれますか。

10

問２０
ボランティアや地域の人、家族等が参加したり交流したりする機
会はありますか。

10

以下２問の問１、問２は、障害者支援施設の方のみお答えくださ
い

問１ あなたは好きなときに外出したり外泊することが出来ますか。 8 2

問２
施設を退所して地域で自立して生活するための体験の機会や方
法についてよくわかるように教えてくれていますか。

4 5 1

以下の２問問３、問４は就労支援事業所の方のみお答えくださ
い。

問３
あなたが働くことについて、職員はあなたの希望をよく聞いたくれ
ますか。

   　　　　　 非該当

〇一応、全員が「はい」と回答していましたが、「施設の前が坂道で凸凹しているので怖い」「冬の雪が怖くて外に出られな
い」とのコメントも寄せられていました。

〇全員「はい」という回答でした。「良くやってくれる」とのコメントもありました。

〇全員が「はい」という回答でしたが、「最近はないなあ」「今年はない残念」「コロナで今年はなくて寂しい」等の複数の利用
者コメントがありました。

「一週間に1回くらい坂井村の実家に帰りたい」「職員と相談してやっているが我慢することが多い」「時々外食に出かけてい
る」「たまに買い物で出かけるがもっと長く行っていたい」「コロナが怖いので我慢している」等のコメントがありました。

〇「家には誰もいないから施設でこのまま暮らしていきたい」「車いすになったので、このまま施設で生活したい」「無理だと思
うので特に聞かない」等のコメントがありました。

〇全員の利用者が「はい」との調査結果でした。「自分でできるので」というコメントもありました。

〇上記のとおり「はい」が全員でした。「周りで助けてくれる、安心して過ごせる、同室者とも仲良くできている」等のコメントも
ありました。
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